
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（株）明日葉 令和７年６月発行 
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ファミリー・サポート・センター事業とは 

ファミリー・サポート・センター事業は、お子さんのいる保護者が安心して子育てができるよう、子育て

の援助を受けたい方(利用会員）と、援助を行いたい方（援助会員）が、地域でお互いに助け合って子育

ての相互援助活動（地域の支え合い）を行う会員制の組織です。 

援助会員はボランティア（有償）として、活動可能な曜日や時間を登録しています。 

利用会員が希望するすべての援助をすることはできませんが、困ったときはぜひご相談ください。 

 

会員になるには、事前に登録が必要です。必要な書類を準備の上、ファミリー・サポート・センター（以

下、センター）へ来所をお願いいたします。 

会員の種類 登録に必要なもの 

【利用会員】 

  国分寺市在住で、生後５７日目～小学校６年生

までの子どもの保護者 

・利用会員入会申込兼登録書★ 

・重要事項説明書★ 

・依頼内容確認用紙（入会申し込み時）★ 

・本人確認証（現住所がわかる運転免許証、

マイナンバーカード等） 

【援助会員】 

  心身ともに健康な 18 歳以上の方で、「援助会員

講習会」を受講修了し、育児の援助を行いたい方

（資格・経験 不問） 

・援助会員入会申込兼登録書★ 

・本人確認証（現住所が分かる運転免許証、

マイナンバーカード等） 

・講習会受講修了証の写し 

【両方会員】 

  利用会員と援助会員を兼ねる方 

・利用会員入会申込書兼登録書★ 

・援助会員入会申込書兼登録書★ 

・重要事項説明書★ 

・依頼内容確認用紙（入会申し込み時）★ 

・本人確認証（現住所がわかる運転免許証、

マイナンバーカード等） 

     

 

 

ファミリー・サポート・センターの役割 

ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助を受けたい方(利用会員）と、援助を行いたい方

（援助会員）を、会員として募集・登録し、利用会員からの依頼に応じて、援助会員を紹介します。ま

た、会員向けの広報誌の発行や交流会の開催を行うとともに、会員からの各種相談に応じます。 

利用会員も援助会員も、同じ会員で対等な立場です。 

長いお付き合いができるよう、お互いに約束を守るなど、信頼関係を大切にしてください。 

★は、市ホームページよりダウンロードできます。 
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利用会員と援助会員は雇用関係ではなく立場は対等で、援助会員は利用会員との合意の上で依頼内

容の範囲内で契約する『準委任契約』に基づき活動をします。 

ファミリー・サポート・センター事業で行われる援助活動は、ベビーシッターや長時間利用を想定した保

育及び一時保育事業、緊急一時保育等、専門的な保育を行うものではありません。 

急な依頼は対応しかねる場合があります。 

 

依頼できる援助活動 

子どもの預かり 

■保育園・幼稚園・学童等の開始前や終了後 

■冠婚葬祭や兄弟姉妹の学校行事、買い物などの外出時 

■短時間の臨時的就労や求職活動中 

■保護者がリフレッシュしたい時など 

  子どもの送迎 

  ■保育園・幼稚園・学童・習い事など 

  ※送迎は徒歩、電車・バス・タクシー等の公共交通機関の利用となります。 

   （乳児は安全を考慮しベビーカーでの対応です。） 

 

 

依頼できない援助活動 

■家事援助、子どもの入浴、学習指導、鍵の預かり、宿泊 

■自家用車や自転車を使用しての送迎 

■病児・病後児の預かりや同居家族の感染症罹患時の預かり・投薬・服薬管理 

■自然災害（暴風、豪雨、豪雪、台風、地震など）時の活動 

■子どもの急な発熱、体調不良時の保育施設・学校などへの迎え 

■子どもを抱っこしての送迎や移動（室内ややむを得ない場合を除く） 

 

 

 

援助活動内容 
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活動時間 ６時～22時まで 

※４時間を超える活動は、援助会員を交代して対応します。 

活動場所 利用会員宅、援助会員宅、児童館、親子ひろば、公園など 

※両会員合意の上で、子どもの安全が確保できる場所 

 

 

 

１ この事業は、会員同士の信頼関係に基づく有償の相互援助活動です。援助会員の空いた時間で行

う活動のため、活動の確約はできません。趣旨を理解し、決まりを守りましょう。 

２ 個人情報やプライバシーは口外しないでください。退会後も同様です。（守秘義務） 

３ 会員同士の物品の斡旋販売、宗教の勧誘及び政治活動などはできません。 

４ 会員証の貸与および譲渡はできません。 

５ 活動日程の報告は、活動予定日の前日 16 時までにしてください。事前に報告のない活動は補償

保険の対象外となります。 

６ センターの規則に違反、または会員としてふさわしくない行為をした場合、登録を取り消すことがあ

ります。 

 

 

 

１ 緊急時に必ず連絡がとれる方法を会員同士で確認してください。 

２ 『安全チェックリスト』を活用し、安全な活動を心がけましょう。 

３ 事前協議または最終依頼日より 6 カ月間、活動依頼がない場合、利用会員は援助会員へ継続の

有無を連絡してください。連絡がない場合は会員同士のペアは自動解消となります。 

４ 活動中に生じた事故は、適切な処置を行った後、速やかに利用会員とセンターに連絡してください。 

   原則、当事者同士で解決することになります。 

５ 援助会員は活動の際、会員証を常に携帯してください。 

６ 室内カメラ（見守りカメラ等）を使用する場合は、事前にセンターへお知らせください。 

７ 援助会員が一度に預かれるお子様は最大２人までです。援助活動をする場に、依頼していないお

子様・未登録のお子様がいる場合はご配慮をお願いします。 

会員の心得 

援助活動時間と場所 

活動時の注意 
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謝礼金は労働の対価ではなく、労力提供に対しての「お礼」です。活動終了後、利用会員から援助会

員へ直接支払います。支払い方法は、会員同士で協議してください。 

平 日（月曜～金曜） 

８ 時 ～ 1 8 時 ８００円／１時間 

上記以外の時間帯 ９００円／１時間 

土曜・日曜・祝日 

年末年始12/29～１/3 
６時～２２時 ９００円／１時間 

 

１ 援助会員が自宅を出て自宅に戻ったところまでを「援助活動時間」として、１時間毎に分けて計算しま

す。援助活動時間が 1 時間未満でも 1 時間分とし、1 時間を超え 30 分以下の時は該当時間帯の半

額を加算します。 

２ 兄弟、姉妹を同時に預ける場合、2 人目は援助会員の移動時間を除く預かり時間のみとし、金額も１

時間の半額となります。 

３ 謝礼金単価が異なる時間をまたぐ時は、またがる 1 時間毎の開始時刻で計算します。 

 

 

 

援助活動で発生した公共交通機関（バス・電車・タクシー）を使用した際の交通費、子どもの食事代、

飲み物代、おやつ代は、利用会員が負担してください。 

 

 

キャンセルする場合は、すみやかに援助会員とセンターへ連絡し、キャンセル料を計算の上お支払くだ

さい。なお、援助会員都合、自然災害に関連する場合でのキャンセル料は発生しません。 

援助会員への連絡時間 子ども１人 子ども２人 

活動前日 ２２時まで 無 料 無 料 

活動前日 ２２時～ 

当日活動開始時間まで 
４００円×依頼時間 ２００円×依頼時間 

活動開始時間以降や無断取消 依頼時間の１００％ 

 謝礼金 

 

キャンセル料 

 

 実費負担 
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参考資料 

謝礼金計算方法一例 

＜ポイント＞活動時間は援助会員の移動時間を含んで一時間ごとに分けて計算します。 

例１：援助活動時間 平日８：５０～１０：１０、子ども１人の場合。 

 

 

 

 

    謝礼金：８００円×１．５時間＝合計：１,２００円 

例２：援助活動時間 平日６：４５～１０：１５、子ども１人の場合。 

 

 

 

 

    謝礼金：９００円×２時間＝１，８００円 

        ８００円×１．５時間＝１，２００円 

例３：援助活動時間 平日９：００～１０：３０（援助会員宅から利用会員宅まで徒歩１５分）、 

子ども２人の場合。 

① 子ども１人目の計算 

 

 

 

 

② 子ども２人目の計算 

 

 

 

 

謝礼金：子ども１人目→８００円×１．５時間＝１，２００円 

        子ども２人目→４００円×１時間＝４００円 

 
８：５０ １０：１０ ９：５０ 

１時間 ２０分 

 
６：４５ １０：１５ ７：４５ ８：４５ ９：４５ 

１時間 またがる１時間 

 

３０分 

 合計：３,０００円 

１時間 

 
9：00 １0：30 

 
9：１５ 

１0：00 

１時間 ３０分 

１０：１５ 

※預かり時間のみ、半額での計算 

 合計：１,６００円 
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補償保険について 

援助活動中の事故に備え、補償保険に加入しています。保険料は、国分寺市が負担します。 

事故が発生した場合、適切な処置を行った後、速やかに利用会員とセンターに連絡をしてください。セ

ンターから保険請求手続きをしますが、状況により対象とならない場合もあります。センターに事前連絡

がない活動や事前協議で確認していない内容での事故は対象外です。ご注意ください。 

※往復途上における怪我事故や熱中症、食中毒による保険内容も含まれます 

 

 

   

 

※ 利用会員対象…○ 援助会員対象…△ 

 

補償内容（利用会員、援助会員、利用会員のお子様） 

項  目 補  償  額 

傷害保険 １人あたり 死亡保険 500 万円 

賠償責任保険 １事故あたり 支払限度額 10 億円（１人 １億円） 

入院保険 １人あたり 3,000 円（日額） 

通院保険 １人あたり 2,000 円（日額） 

感染症補償制度 援助会員 死亡見舞金 100 万円  

入通院見舞金 １万円から５万円 

○ 利用会員以外が対応する場合 『委任状』 

○ 利用会員情報の変更や子どもの追加 『利用会員登録変更届』 

△ 援助会員情報の変更 『援助会員登録変更届』 

〇△ 事前協議で取り決めた活動内容の変更や追加 『援助活動変更確認書』 

〇△ 会員の更新（５年更新） 『利用/援助会員入会兼申込書』 

〇△ 会員の退会 『退会届』、会員証の返還 

〇△ 会員証の紛失 『会員証再交付申請書』 

補償保険について 

センターへ事前に連絡・書面提出が必要な事項 
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１ 登録→依頼申込→調整→援助会員の紹介→事前協議（顔合わせ） 

① 登録 

 

  

 

 

 

 

② 依頼申込 

 

 

 

 

 

 

 

③ センターによる調整（マッチング） 

 

 

 

 

 

 

④ 援助会員の紹介 

 

 

 

 

登録から援助活動報告までの流れ 

【援助会員】 

入会申込兼登録書の提出

（講習会受講、修了後） 

【利用会員】 

入会申込兼登録書の提出 

 

【利用会員】 

援助会員にお願いしたいことが

具体的になったら、センター

（042-505-5466）へ電話ま

たはメールにて連絡してくださ

い。 

センター 

後日、会員証を郵送します。 

センター 

センター 

例） 

4月から、第２水曜日午後 6時から

午後8時まで、保育園のお迎えと預

かりをお願いしたい。 

※ 援助活動を利用することを、家族

でよく話し合ってください。 

【援助会員】 

この内容で活動してもらえ

ますか？ 

依頼内容の条件に近い援助会員にセンターが

相談します。（マッチング） 

※調整には時間がかかります。（目安：３週間） 

 

登録書を出しただけでは、援助会員は紹介できません。 

利用会員に依頼内容を受けられる援助会員が見つかったことを連絡します。 

利用会員、援助会員の合意が得られたら、事前協議（顔合わせ）の日程を調整します。 

※利用会員の依頼内容・希望によっては紹介ができない場合があります。 

※利用会員 1世帯につき、原則援助会員お一人の紹介となります。 
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⑤ 事前協議（顔合わせ）※謝礼金なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 確認活動（謝礼金あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用会員、援助会員、アドバイザーが立ち合い、打ち合わせをします。 

利用会員は子どもを同伴し、子どもの預かりを行う場所(活動場所)で、依頼内

容の確認を行います。 

※活動場所以外での事前協議をご希望の場合はセンターへお知らせください 

打合せ内容 
 

□お互いの紹介 

□依頼内容の確認 

□援助活動確認書の作成 

ペア成立 

会員同士で連絡先を交換 

依頼内容が、保育園・幼稚園・学童等の送迎の場合は、利用会員は援助会員をその施設に

紹介し、送迎経路等について確認します。 

※依頼内容により確認活動が必要な場合があります。 

 

※ 事前協議にて、ペアが成立しない

場合は、利用会員に依頼内容を再度

確認し、③センターによる調整を再

度行います。 
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２ 援助活動→活動報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

援助会員 利用会員 

援助活動日時の相談 

活動日が決まった援助活動内

容を活動日前日１６時までに

メールまたは FAXにてセン

ターへ連絡してください 

 

活動日時決定 

両者で話し合いをする 

 

① 依頼 

 利用会員は援助会員に直接、援助活動日の都合をききます。 

センターは通しません。 

保育園等の送迎の場合は、利用会員が施設へ事前に連絡を入れてください。 

依頼できる内容は、「事前協議」で打ち合わせした内容のみになります。 

センター 

【援助会員】 

活動依頼を収受した旨、

メールまたはFAXにて

連絡します。 

② 活動日（予定に沿っての援助） 

 子どもの健康状態・機嫌・荷物等を会員間で確認します。 

利用会員 
援助活動中は必ず連絡が取れるようにして

ください。 

援助会員 
安全チェックリストを参照し、援助に安

全な環境づくりに努めてください 

③ 援助活動終了後（報告書作成と謝礼金の支払い）

 

 
利用会員 

『育児援助活動報告書』の内容を確認の上

署名し、援助会員に謝礼金を支払ってくだ

さい。 

援助会員 
『育児援助活動報告書』に記入し、利用

会員に内容を確認後、署名を貰ってくだ

さい。 

 

謝礼金はお釣りがないようにしてくださ

い。また、謝礼金は小袋に入れるなど、

子どもの前での現金の授受は配慮してく

ださい。 

育児援助活動報告書は、活動日の翌月５

日までに、センターへ提出してください。 

※キャンセルの場合も報告書が必要です。 
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初回依頼相談や事前協議で取り決めた活動内容を変更・追加する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用会員 

変更内容の相談 

援助会員 

援助会員から活動可能と返事が来た

場合 

 

援助会員から活動困難と返事が来た

場合 

 

利用会員 

対象児・利用会員・援助会員と経

路や一時預かり場所等の確認 

『援助活動変更確認書』をセンタ

ーへ提出 

利用会員 

センターへ依頼内容が変更となっ

たことを報告 

依頼内容詳細をセンターへ連絡 

※これまでペアで動いていた援助会員とは

ペア解消となります。※ 

援助会員 

『育児援助活動報告書』に記入、

利用会員へ内容を確認 

利用会員 

『育児援助活動報告書』を確認し、 

 署名の上、援助会員へ謝礼金を支払う 

援助会員 

翌月５日までに『育児援助活動報告書』

を提出 

センターが別の援助会員を探す 

お子様を追加して利用す

る際は登録後、事前協議

を行います。 

センター 

打診 
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利用会員の皆さまへ 

 

活動日程をセンターへ連絡する方法 

利用会員は、援助会員と日程の調整ができた後、活動予定日の前日１６時までに下記 A・B・C いずれ

かの手順でセンターに活動依頼報告してください。報告ができるのは翌月分までとなります。 

 

 

 

 

※登録しているメールアドレスから送信してください 

A．メールに添付 

① 件名を「活動依頼報告」とする 

② 援助活動日程票の用紙使用（コピー可） 

③ 必要項目を漏れのないように記入 

④ 用紙に記入し内容がわかるよう鮮明に撮影したデータをメールに添付し、センターへ報告 

センターでプリントアウトした際、読み取れない場合は不備・再提出となります 

Ｂ．指定の書式を使用 

  メールの本文に下記の７項目全てを入力して送信 

 

① 件名を「活動依頼報告」とする 

② 利用会員番号【1-    】 

③ 対象の子のイニシャル・年齢（月齢）【   （くん/ちゃん） 歳 カ月】 

④ 利用日【（西暦）/（月）/（日）/（曜日）】 

⑤ 利用時間 援助会員出発時間【 ： 】 ～ 援助会員帰宅時間【 ： 】 

⑥ 活動支援内容詳細【      】（例：◎◎保育園迎え→利用会員宅預かり） 

⑦ 依頼理由【   】（通院/リフレッシュ/就労/休園・校/産前後/保育補助） 

⑧ 援助会員番号【2-    】 

Ｃ．ＦＡＸで送信 

①援助活動日程票に漏れなく記入していただき、センターへ送信（FAX：０４２－５０５－５５０８） 

 

 

 

 

 

A. メールに援助活動日程票の写真またはファイルを

添付し送信 

B. 指定の書式に必要事項を記載し、メールで送信 

C. 援助活動日程票をＦＡＸで送信 

≪定型書式 記入上の注意≫ 

１．援助会員の移動時間が含まれていない場合は、一律片道 30 分加算します 

２．預かり場所・送迎について具体的に、ルートや移動手段も記入してください 

３．上記 B.⑦は（）内から該当する理由を選び【】に記入（該当するものが無い場合は詳細記入） 
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援助会員の皆さまへ 

『育児援助活動報告書』の提出先について 

 

 

 

 

◇国分寺市ファミリー・サポート・センター 

 国分寺市光町３－１３－２０ 西部地区拠点親子ひろば内 

 開所時間：９：３０～１７：００（火～土曜） 

 ※月曜、日曜、祝日・年末年始（12/28～１/4）を除く 

 ※ポスト投函いつでも可 

 

◇国分寺市立こども家庭センター 

 国分寺市泉町２－３－８ いずみプラザ１階 

 開所時間：８：３０～１７：００（月～金曜/祝日・年末年始（12/29～１/3）を除く） 

※ポストはありません 

 

◇中部地区拠点親子ひろば 

 国分寺市泉町２－３－８ いずみプラザ２階 

 開所時間：９：３０～１６：３０（月・火・木・金・土曜/祝日・年末年始（12/28～１/4）を

除く） 

※ポストはありません 

※平日は、こども家庭センター（いずみプラザ１階）へご提出ください 

 

◇東部地区拠点親子ひろば 

 国分寺市南町３－９－２５ 都営住宅１階 

 開所時間：９：００～１６：００（月・水・金・土・日/祝日・年末年始（12/28～１/4）を除

く） 

 ※ポストはありません 

２０２５年４月１日～、『育児援助活動報告書』の提出先が 

変更となりました。 
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幼児教育無償化申請に関わる為、氏名は全て漢字フルネームで記入 

上記に当てはまらない預かり場所や送迎先など 

保護者へ子を引渡した場合のみ、利用会員が記入 

保護者と会わない活動は子どもの様子や連絡事項を記入してもOK 

例：○○保育園迎え→利用会員宅送り/在宅ワーク中の利用会員宅で育児支援 

忘れずに記入！ 

食事代・交通費等、謝礼金以外で発生したもの 

〔原則〕保護者から指示があったもの 

キャンセル料が発生しない場合、利用会員のサインは不要 

内容を確認の上、謝礼金の授受時に両会員とも直筆で署名 

※委任状提出済みの方も可 

連絡を受けた日時・発生する場合は料金と受領日・どちら都合のキャンセルか選択 

記入例 
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 国分寺市ファミリー・サポート・センター MAP 

国分寺市ファミリー・サポート・センター 

〒１８５－００３４ 

東京都国分寺市光町３－１３－２０ 

 

 

 

   

開所時間：火～土曜日、９：３０～１７：００ 

※祝日及び年末年始（１２/２８～１／４）を除く 

 
(株)明日葉 

T E L：０４２-５０５-５４６６ 

FAX：０４２-５０５-５５０８ 

M a i l：125624@socioak.com 

 

ファミリー・サポート・センター 

mailto:125624@socioak.com

